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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、経営の健全性・透明性・信頼性・迅速性、コーポレート・ガバナンスの充実のため、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主

をはじめとするステークホルダー重視の公正・公平な経営システムを構築、維持改善していくことを、極めて重要な経営課題の一つとして認識して

おります。

また、当社はIR活動、株主総会等を通じて、株主と密接なコミュニケーションを図ることにより、アカウンタビリティを果たし、株主の信頼強化を図る

と共に、コンプライアンスの遵守に努めてまいります。

【基本方針】

当社では、コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの基本方針を以下のとおり定めております。

（株主の権利・平等性の確保）

当社は、少数株主や外国人株主を含む全ての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利の確保と適切な権利行使に資する

ため、速やかな情報開示と環境整備を行います。

（株主以外のステークホルダーとの適切な協働）

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な協働が必要不可欠であると認

識しています。

また、ステークホルダーとの適切な協働を実践するため、代表取締役社長をはじめとする経営陣が先頭に立って、ステークホルダーの権利・立場

や健全な事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に努めます。

（適切な情報開示と透明性の確保）

当社は，情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示を行うことが不

可欠と認識しています。その認識のもと法令に基づく開示以外にも、重要と判断される情報（非財務情報も含む）については、積極的に開示を行

います。

（取締役会等の責務）

当社は、監査等委員会設置会社制度の下、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに、透明性の高い経営の実現に取り組みます。また、複

数の社外取締役により、取締役の職務執行に対する独立性の高い監督体制を構築します。

（株主との対話）

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主を含む投資家と積極的な対話を行い、その意見や要望を経営に

反映させ、当社を成長させて行くことが重要と認識しています。

そのため、IR担当執行役員を中心とするIR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主や投資家との対話の場を設
けるなど、株主や投資家からの取材にも積極的に応じます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

（補充原則１-２-４ 議決権の電子行使と招集通知の英訳）

当社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率が少ないと認識しており、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知

の英訳について、現在実施しておりませんが、今後の株主構成の変化を注視しつつ検討をしてまいります。

（補充原則４－１１－３ 取締役会全体の実効性評価）

当社では、取締役会全体の実効性の分析・評価は実施しておりません。今後、取締役会全体の実効性の分析・評価の実施を視野に入れつつ、

各取締役の自己評価等を参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価し、その結果の概要について開示を行います。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

(原則１-４ 政策保有株式）

当社は、上場株式を新規に政策保有する場合、もしくは既に政策保有している場合については、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長
期的な観点から当社の企業価値の向上に資することを確認した上で新規保有や毎年の継続保有の判断を行います。

当社では、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社判断基準として議決権の行使
を行います。

なお、現在当社は政策保有株式を保有していませんが、保有する必要性が生じました場合には、政策保有の方針及び政策保有株式に係る議決
権行使に関する基本方針を別途定め、個別の政策保有に係る検証について開示して参ります。

（原則１-７ 関連当事者間の取引）

当社は、当社役員との利益相反取引が発生する場合は、法令等の定めに従い、取締役会にて承認、確認等を行っています。また、主要株主との



取引が発生する場合は、第三者との取引と同様に決定しております。

（原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社は、企業年金制度を導入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しております。

運用機関・運用商品の選定や従業員に対する情報提供のほか、入社時には説明を行い運用の確認を行います。

（原則３－１ 情報開示の充実）

（ｉ）当社は、企業理念として「The Snow Peak Way」を掲げております。自らもユーザーであるという立場で欲しいものサービスを「つくる」と同時に、

私たち１人１人がお客様と直接「つながる」ことを通じて、私たちに関わる全てのものに良い影響を与え、自然指向のライフスタイルを提案し、実現
するリーディングカンパニーを目指しています。

また、中期的な経営戦略として、2018年度は「１．つくる力のさらなる強化、２．つながる力のさらなる強化、３．製品領域、事業領域の拡大、４．海
外展開の強化、５．オペレーションの習熟、６．人材の育成、７．組織体制の強化」を重点項目として取り組んでまいります。

なお、詳細を当社のウェブサイトに記載しています。

企業理念：https://www.snowpeak.co.jp/about/01missionstatement.html

中期経営計画：http://ir.snowpeak.co.jp/timely_disclosure.html

（ｉｉ）コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針は、コーポレートガバナンス報告書「１．１．基本的な考え方」に記載しております。

（ｉｉｉ）取締役（監査等委員を除く）の報酬は、月額報酬の総額を取締役会にて決議し、取締役会の授権を受けて代表取締役社長が会社の業績等の
評価や貢献等を踏まえて決定しますが、代表取締役社長は各取締役（監査等委員を除く）の報酬額を決定する前に独立社外取締役の意見を確
認します。なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定します。

（ｉｖ）取締役および経営陣幹部の人事は、その経験、見識、専門性などを総合的に評価・判断のうえ、独立社外取締役と代表取締役社長との間で
意見交換した上で、取締役会で決定します。なお、監査等委員である取締役の人事は、あらかじめ監査等委員会の同意を得ます。

（ｖ）取締役（監査等委員である取締役含む）につきまして、その略歴及び選任理由等を株主総会参考書類に記載しております。

（補充原則４－１－１ 経営陣に対する委任の範囲の明確化）

取締役会は、意思決定すべき事項を取締役会規程に定めるとともに、経営陣に委任すべき事項を職務権限規程に定めることで、経営陣に対する

委任の範囲を明確にしております。

（補充原則４－１－３ 最高経営責任者等の後継者計画）

当社は現在のところ、最高経営責任者等の後継者計画については計画しておりません。今後、状況に応じて取締役会において検討してまいりま
す。

（原則４－８ 独立社外取締役の有効な活用）

当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を２名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での

意見を踏まえた議論を可能にしています。

（原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される独立社外取締役の候補者を選

定しております。

（４－１０ 任意の仕組みの活用）

当社において、取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定ならびに役員報酬制
度および報酬基準の決定または変更を行う場合には、事前に監査等委員会が形成した意見を聴取した上で審議を行うことにより、取締役会の機
能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っています。このことから、任意の諮問委員会は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考え
ております。

（補充原則４－１１－１ 取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方）

当社の取締役会は、定款で定める取締役（監査等委員である取締役を除く）１０名、監査等委員である取締役は５名の員数の範囲内で、各事業に

伴う知識、経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としています。

取締役の選任については、その経験、見識、専門性などを総合的に評価・判断して選定します。

また、社外取締役は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れ

がないと判断される基準に基づき選任を行っております。

（補充原則４－１１－２ 取締役の兼任状況）

社外取締役をはじめ、取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役および監査等委員の業務に振り分け、兼

職については合理的範囲に留めています。なお、その兼任の状況は、招集通知等に開示しております。

（補充原則４－１４－２ 取締役に対するトレーニングの方針）

当社では、取締役がその役割・責務を果たしていく上で必要となる知識の習得を目的に、随時、研修や適切な情報提供を行うとともに、外部機関

の活用なども含め、知識の習得に必要な機会の提供、斡旋、費用の支援を行います。

（原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針）

当社では、ＩＲ担当執行役員が管理本部等のＩＲ活動に関連する部署を統轄し、日常的な部署間の連携を図ります。

管理本部にて、投資家からの電話取材や個別面談等のＩＲ取材を積極的に受け付けるとともに、決算説明会を半期に１回、個人投資家向け

説明会を年数回開催し、社長、ＩＲ担当執行役員が説明を行います。それらの結果は、ＩＲ担当執行役員が必要に応じ、取締役会や経営会議へ

フィードバックします。

また、投資家との対話の際は、決算説明会や個別面談を問わず、当社の持続的成長、中長期における企業価値向上に関わるテーマ等、開示済

の内容を元に対話することにより、インサイダー情報管理に留意します。

２．資本構成



外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

山井　太 2,887,090 20.50

東京中小企業投資育成株式会社 1,056,000 7.50

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,036,444 7.36

山井　佑馬 972,480 6.91

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 731,800 5.20

株式会社雪峰社 599,400 4.26

山井　隆介 469,920 3.34

山井　梨沙 367,580 2.61

山井　夏実 367,040 2.61

渡邊　美栄子 249,730 1.77

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 その他製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

髙橋　一夫 他の会社の出身者 ○

田辺　進二 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

髙橋　一夫 ○ ○ 独立役員に指定しております。

地元を代表する企業の代表取締役社長経験

者として、また三条市長経験者としての豊富な

経験と高い見識を有していることから、経営事

項の決定および業務執行の監査・監督等に適

任であると考えております。

また、経営陣から独立した地位を有し、一般株

主と利益相反が生じる恐れが無いため独立役

員に指定しております。



田辺　進二 ○ ○ 独立役員に指定しております。

大手監査法人の地方事務所代表を務めた経

験があり、公認会計士としての豊富な専門知

識と幅広い経験等を有していることから、経営

事項の決定および業務執行の監査・監督等に

適任であると考えております。

また、経営陣から独立した地位を有し、一般株

主と利益相反が生じる恐れが無いため独立役

員に指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員会は、内部監査室との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を定めておりません。

なお、監査等委員会がその職務を補助すべき特定の取締役及び使用人の設置が必要な場合に、監査等委員会はそれを指定できるものとしてお

ります。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査室と監査等委員会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うと共に、重要な会議に出席することによって情報の共

有を図っております。内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換・意見交換については、会計監査人が監査を実施する都度開

催される監査講評に内部監査室及び監査等委員が同席することによって情報の共有を図ると共に、監査上の問題点の有無や今後の課題等につ

いて随時意見交換等を行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも

負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを

目的として、平成28年３月30日開催の第52回定時株主総会において、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して業績連

動型株式報酬制度を導入することを付議し、ご承認いただいております。

ストックオプションの付与対象者



該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

平成29年12月期の役員報酬の内容は以下のとおりであります。

・取締役（監査等委員を除く。）の報酬等の総額112,945千円

・監査等委員である取締役の報酬等の総額10,620千円（うち、社外取締役6,300千円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬額は、平成28年３月30日の定時株主総会において取締役（監査

等委員である取締役を除く。）は年額350,000千円以内、監査等委員である取締役は年額70,000千円以内と決議いただいております。

なお、上記の報酬等の限度額とは別枠で平成28年３月30日開催の第52回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の

業績連動型株式報酬額として、平成28年12月末で終了する事業年度から平成30年12月末で終了する事業年度までの３年間で150,000千円以内

と決議いただいております。

取締役（監査等委員を除く）の報酬は、月額報酬の総額を取締役会にて決議し、取締役会の授権を受けて代表取締役社長が会社の業績等の評

価や貢献等を踏まえて決定しますが、代表取締役社長は各取締役（監査等委員を除く）の報酬額を決定する前に独立社外取締役の意見を確認し

ます。なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定します。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役を補佐する専門担当セクションは設置しておりませんが、管理本部を中心に、各本部が補佐または情報伝達する体制を整えて

おります。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（1）企業統治体制

当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、平成28年3月30日開催の第52回定時株主総会の決議に

基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

当社の取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名および監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）で構成され、毎月１
回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、業務執行状況の確認を行うと共に、取締役会で相互に職務の
執行を監督しております。

また、当社は取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）及び各部門責任者による目標達成会議を毎月１回開催しており、これにより日常の

業務執行の確認や意思決定の迅速化を図っております。経営上の重要事項については、経営会議及び目標達成会議にて審議され、取締役会に

付議されております。

（2）内部監査および監査等委員会監査

当社の内部監査は、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を、一般に公正妥当な基準をもって客観的な

調査・評定すると共に、意見又は方策を各部門に勧告することにより、経営の合理化並びに業務効率の向上に寄与することを目的として実施して

おります。内部監査は当社の内部監査室が担当しており、その人員は１名でありますが、「内部監査規程」に基づき必要に応じて社内の適任者に

よる支援が可能な体制となっております。また、監査等委員会及び会計監査人とも情報交換を行い、内部統制組織の監視及び牽制に努めており

ます。

（3）会計監査の状況

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。同監査法人及び当社

監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について当社の

会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っております。また当社は、監査が実施される環境を適宜整備すると共に、株主及

び投資家にとって有用な会計情報を提供するための会計処理方法・開示方法等の相談等を同監査法人と随時行っております。

当社の平成29年12月期における、業務を執行した公認会計士の氏名については以下のとおりです。

指定有限責任社員業務執行社員：神代勲

指定有限責任社員業務執行社員：安藤武

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることでコーポレート・

ガバナンスの一層の強化を実現し、重要な業務執行の取締役への委任を通じて経営の意思決定を迅速化することで更なる企業価値の向上を達

成することを企図し、当社は監査等委員会設置会社を選択しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、株主の議決権行使における議案検討時間を十分確保できるように早期発送をし
てお

ります。

その他 当社ホームページ上に招集通知を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期および期末の決算短信発表後に、説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載 当社ホームページ上にIR資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理本部に担当者を置いております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社のミッションステートメント「The Snow Peak Way」において、すべてのステークホルダー

を尊

重するよう定めております。

また、企業行動規範を制定し、ステークホルダーの尊重について規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
企業がビジネスで得た利益の一部を、自然環境保護のために還元することを目的して設立
され

た団体、コンサベーション・アライアンス・ジャパンに2003年より参加しています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、各ステークホルダーに対し、透明性および公平性を確保するため、適時開示規則
に従

い、適時・適切な開示を行います。また、適時開示規則に該当しない情報につきましても、
当社

を理解していただく上で必要または有用と判断される情報については、可能な範囲で情報
開示

するよう努めて参ります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保

するための体制を整備するために、「内部統制システム構築の基本方針」を下記の通り決議しております。

a．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役・使用人（以下、取締役を含む役職員とする）は、会社経営に関する重要事項及び業務執行状況を取締役会に報告して情報の共有化を

図り、それに関する意見を交換することにより、取締役会による取締役の業務執行の監督を充実させる。

(2)取締役会は、取締役会規程に従い、取締役会に付議された議案が十分審議される体制をとり、会社の業務執行に関する意思決定が法令及び

定款に適合することを確保する。

(3)代表取締役は、法令もしくは取締役会から委任された会社の業務執行を行うと共に、取締役会の決定、決議及び社内規程に従い業務を執行

する。

(4)取締役を含む役職員が、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としてのコンプライアンス規程を制定する。また、コンプライアンス規程に

違反する行為を未然に防ぐため、会社内部に通報窓口を設ける。

(5)取締役を含む役職員に対して、教育、研修を実施し、法令及び定款の遵守並びに浸透を図る。

(6)取締役を含む役職員に対して、他社で発生した重大な不祥事や事故についても、速やかに周知する他、必要な教育を実施する。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、法令及び文書管理規程の他、社内規程に則り作成、保存、管理する。

(2)情報の不正使用及び漏洩の防止のためのシステムを確立し、情報セキュリティ施策を推進する。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社のリスク管理体制を体系的に定めるリスク管理規程を制定する。

(2)リスク・コンプライアンス委員会の委員長は、リスクの予防に努める他、リスク管理規程に基づき想定されるリスクに応じた有事の際の迅速かつ

適切な情報伝達と緊急体制を整備する（大規模事故・災害・不祥事の発生時における緊急対策本部の設置等）。

(3)リスク・コンプライアンス委員会の運営を司る部門として管理本部管理部総務課内にリスク・コンプライアンス委員会事務局を設置する。

(4)リスク管理規程に基づき各部門にリスク・コンプライアンス部門責任者を配置し、各部門において継続的にリスクを監視する。

(5)内部監査室は、監査等委員会と連携して、各種リスクの管理状況の監査を実施する。

(6)会社に発生した、又は発生する恐れのあるリスクを発見した役職員が直接リスク・コンプライアンス委員会に連絡できる内部通報窓口を設け

る。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的

に行われることを確保する。

(2)取締役会は、中期経営計画、年度計画及び部門別、店舗別の業績目標を設定し、代表取締役、取締役及び執行役員がその達成に向けて職

務を遂行した成果である実績を管理する。

(3)取締役会を毎月１回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役及び執行役員の業務の執行状況について報告を行い、取締役及び執行役員

の職務の執行について監視・監督を行う。また、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する

経営会議を毎月１回以上開催する。

ｅ．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)子会社等が当社の法令等遵守体制をベースに各社固有の事情を踏まえた実効性ある法令等遵守体制を構築できるよう推進し、コンプライアン

ス上の重要事項については報告を求める。

(2)内部監査室は、子会社等の重要な業務運営についての監査を実施し、その結果を取締役会、経営会議及び監査等委員会に報告する。

f．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき特定の取締役及び使用人の設置が必要な場合、監査等委員会はそれを指定できるものとする。

g．前号の取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及び当該取締役及び使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項

監査等委員会よりその職務に係る指揮命令を受けた取締役及び使用人は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び所属長の指揮命令を

受けないものとする。また、当該取締役及び使用人の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査等委員会の意見を聴取し、その意見を十分尊重

して実施するものとする。

h．当社グループの取締役を含む役職員が監査等委員会に報告するための体制及びその他の監査等委員会への報告に関する体制

(1)取締役を含む役職員は、取締役会等の重要な会議において随時、担当する業務の執行状況について報告を行う。

(2)当社グループの取締役を含む役職員は、監査等委員会の求めに応じて会社の業務の執行状況について報告する。

(3)取締役を含む役職員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、又は通報を受けたときは、速やかに監査等委員会に報告

する。

(4)監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

i．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務

の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について必要な費用の前払等の請求をしたときは、当該請求

に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。

ｊ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち監査上の重要課題について意見交換を行う。

(2)監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

(3)内部監査室は、内部監査規程に則り監査が実施できる体制を整備し、監査等委員会との相互連携を図る。



k．反社会的勢力排除に向けた体制

当社は「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一

切の関係を持たない。反社会的勢力からの経営活動の妨害や被害、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合の対応は、管理本部管理部総務課と

し、対応責任者は経営企画本部長とする体制を整備し、警察等関連機関と連携し、組織全体で毅然とした対応をする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社では、「反社会的勢力対応規程」および「反社会的勢力対応要領」を定め、反社会的勢力に対しては事前および事後の対応において一貫し

て毅然たる態度で臨み、その脅威に屈しないこととし、全社的な取組みを行なっております。また、新規取引開始に際して、管理本部管理部

総務課が取引先等の反社会的勢力との関係の有無を「日経テレコン21」等の記事検索によって調査し、当該取引の相手方となる企業が反社会

的勢力と関連のないことを確認したうえで取引を開始するとともに、取引先基本契約書雛形には暴力団排除条項を規定し、万が一の場合速やか

に当該取引先との契約を解除し、取引関係を打ち切ることができるようにしております。

当社は新潟県暴力追放運動推進センター、三条地区職場警察連絡協議会に加盟し反社会的勢力排除に断固たる姿勢で臨んでおります。万一、

反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部門を管理本部管理部総務課とし、所管警察署や顧問弁護士等の外部専門機関との連携

を取りながら対応することにしております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


